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定期監査の結果に関する報告に係る措置の通知について 

 

令和６年(2024 年)４月２３日付け監査報告第１０号により提出のありました

定期監査の結果に関する報告書において、改善が必要な事項として指摘のあり

ました事項について、別添のとおり改善措置を講じましたので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により通知します。 

  

 



監査の結果に基づき講じた改善措置 

 

上下水道局　お客さまサービス課（下水道整備課分） 

総務課（旧：企画総務課） 

 

［指摘事項］ 

(1) 下水道事業受益者負担金の収入事務における督促状の発送について、下

関市上下水道局債権管理規程（以下「債権管理規程」という。）第６条第１

項の規定により、督促状は履行期限から２０日以内に発送しなければならな

いが、発送が遅延しているものがあった。債権管理規程等に基づき、適正に

債権管理を行われたい。（下水道整備課） 

 

［指摘事項］ 

(2) 下水道事業受益者負担金の収入事務における公示送達について、以下の

事項が見受けられた。関係法令等に基づき、適正に事務処理されたい。（下

水道整備課） 

　ア　不達により返戻された下水道事業受益者負担金（変更）決定通知書（以

下「決定通知書」という。）及び下水道事業受益者負担金納入通知書（以下

「納入通知書」という。）について、納入通知書のみ公示送達を行っており、

決定通知書については公示送達していなかった。 

　イ　不達により返戻された納入通知書及び督促状（以下「納入通知書等」と

いう。）について、返戻となった納入通知書等の納期限を変更することなく

公示送達していたため、納期限を過ぎた納入通知書等を送達したこととなっ

ていた。公示送達では掲示を始めた日から起算して７日を経過したときに書

類の送達があったものとみなされるが、納税告知書など期限の指定のあるも

のについては、その期限前に送達の効力を発生させることを要する。本件で

は、送達の効力発生前の日を納期限としていたため、送達した納入通知書等

は効力がないものとなっていた。 

 （改善措置状況） 

今回の指摘を受け、督促状の発送については、受益者負担金の業務処理

手順を課内で再確認し、発送遅延がないよう徹底しました。

 （改善措置状況） 

　ア　決定通知書及び納入通知書の公示送達については、令和６年度から

納入通知書と併せて決定通知書に対しても行うよう改善し、適正な事

務処理に努めます。 

イ　納入通知書等の納税告知書など期限の指定のあるものの公示送達に

ついては、令和６年度から送達の効力のある新たな納期限を設定する



 

［指摘事項］ 

(3) 旅行命令に係る旅費計算において、下関・福岡空港間を高速バス利用とし

ていたが、改定前の運賃で計算されており、また、旅行日において当該路線

は既に廃止されていた。所管課に確認したところ、高速バスの運賃改定等の

確認を失念しており、最も経済的な方法として高速バス利用としていたが、

改定後の運賃及び経路で計算すると鉄道利用の方が経済的となるとのこと

であった。実際の旅行においては鉄道を利用していたが、旅費の精算時にお

いて当該旅費の再計算がなされておらず、旅費の支給不足が生じていた。所

要の措置を講じるとともに適正に事務処理されたい。（企画総務課） 

 

以上

 よう業務フローを見直し、設定した納期限を複数の職員で確認する運

用へ改めました。

 （改善措置状況） 

　今回の指摘を受け旅費の再計算を行い、不足額については、令和６年３

月２１日に追加支給しました。今後は事前に旅行者と経路及び金額の確認

を徹底することにより適正な事務処理に努めます。


